
事業概要
地元自治会・地元まちづくり団体・地元福祉団体の連携により、「単身高齢者と空き家所有者の早期発見」と「情報提供の機会創
出」を実現し、地域住民への「空き家予防と空き家管理の重要性」の啓発、まちづくりをするすべての人とまちづくりを必要とするすべ
ての地域に 「空き家の地域活用と地域問題の劣悪化防止」の体制と仕組みを構築。

取組内容及び成果

事業説明

●空き家対策への意識の低い(他市町と比
較して情報が不足している)市民さんへの
事業説明を実施。空家法の改正と市の空
き家対策に関しての課題を伝え、それぞれ
の立場から意識することやできることを説明。
説明は⓪古民家再生協会に加えて、①ま
ちづくり団体②市社協③行政担当者が実
施。市内の要職者への危機意識の啓発で
展開準備。

事業展開
●自治会長・民生委員・市社協との４者に
よる地域見守りマップの情報整理
情報の可視化と古い情報の更新を実施
●自治会(実施済)ごとに集約化された情
報をもとに対象者への説明会と相談会を実
施。
●個別相談により、空き家の地域における
有効な活用を提案。現在、進行中も含め、
施策として3件進行中。

展開による新たな課題発見
●マップ作成を実施できた自治会に関して、有事の際の課題を発見・再認
識し、付随して障害者の現状把握や危険箇所の更新など自治会と民生
委員の情報共有が可能な範囲で行えた。
●地域の自治会長の業務の煩雑さに加え、年単位で交代することから消
極的な自治会長が大半。自治会の課題認識と温度差を数値化。

活動地域 滋賀県野洲市

事業
スキーム

事業者情報

団体名 一般社団法人 古民家再生協会滋賀南

所在地 滋賀県野洲市小篠原1266-1

設立時期 令和3年1月5日

団体ＨＰ https://kominka-shiganan.org/

一般社団法人古民家再生協会滋賀南

〇〇〇…実施目的 〇〇〇…実施施策 ◯◯◯ …実施団体

野洲市の各団体と市社会福祉課と事業提携を行う、一般社団法人古
民家再生協会滋賀南が空き家所有者と市内自治会に向けた情報提
供・専門家の個別相談会を行い、必要情報の集約化と課題の洗い出し
と解決までの伴走を実施。

←自治会長・民生委員・
市社協打ち合わせ

自治会説明会↓

↓
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事業背景と目的
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滋賀県野洲市は令和５年９月時点で県内で唯一、空き家バンク未設置であった。周辺自治体では
「空き家バンク」の状況が過去数年で数件の相談と登録があるような状態であった。地域に相談窓口
があるにも関わらず、積極的な利用がされていないのが現状であった。

また、本事業年度の前年には、本市の小学校区ごとに設けられている全７箇所ある「地域コミュニ
ティーセンター」で空き家対策の説明・相談会を実施したが、参加者は各回１〜１３名ほどにとどまって
いた。

しかしながら、説明会参加者には明確な解決方針を持っていないが、現在困っている、将来的な不
安を持っており、自分に必要な情報が何かを求めてこられた方が９割を超えた。
※残りは地域貢献のための情報収集を目的とした地元住民の参加等

上記のことから、本市における空き家課題解決には「全地域住民への空き家関連情報の提供場所
の確保と相談・支援体制の構築」が必要であると仮定した。

情報提供の優先すべき対象者を「単身高齢者及びその家族」または「現空き家所有者」に絞り、 情
報提供場所は住民にとって最短距離にある公共施設の「自治会館」で実施することとした。対象者へ
の情報提供までにはインターネットによるものと自治会によるものとに分け、各フェーズごとに最適な
施策実施団体が事業を進めることにした。

本事業により、住民の空き家問題への意識醸成と地域単位、個人単位での早期対策が実行できる
ようにすることを目標とした。また、次年度以降の空き家活用事例を増やすことにより、自治会の状況
に適した活用の選択肢を取れるように関連団体・会社との連携も進めた。



事業内容
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（１）事業概要と手順

本事業により、単身高齢者と空き家所有者、自治会が容易に空き家関連情報に接触し、地元団体・企
業の支援・連携により解決まで際限なく、早期対処ができる仕組みを構築する。以下、事業展開手順

①地域の代表者や影響力のある方への意識情勢のために
「単身高齢者・空き家の所在確認マップの作成と空き家問題の概要説明」

②空き家問題の懸念のある方の身近な相談窓口の認知のために
「自治会館を利用した、説明会及び個別相談会開催」

③地域における状況確認（+応急処置）と空き家の個別問題把握のために
「現地・周辺調査と個別問題相談の実施」

④地域における空き家問題の悪化、早期解決のために
「空き家の管理支援・アドバイス、活用のための情報提供と伴走支援」

①自治会長への事業説明↑ ↑②説明会及び個別相談

③空き家の現地調査↓ ↓④空き家の活用検討会



事業内容
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（２）事業取組詳細

①地域の代表者や影響力のある方への意識情勢のために「単身高齢者・空き家の所在確認マップの作成と空き家問題の概要説明」

②空き家問題の懸念のある方の身近な相談窓口の認知のため「自治会館を利用した、説明会及び個別相談会開催」

項目
・単身高齢者(任意)

・空き家
→連絡付く、連絡付かない

・避難場所
・子供100当番の家
・事故の多い場所 等

単身高齢者や空き家についてをいきなり話すのでは
なく、事業説明後に自治会の行事や取り組みなどか
ら話を聞き出す。また、単身高齢者のチェックに関
しては個人情報の観点により任意とし情報提供者の
安全も求められる。

作成したマップは空き家以外にも使用できることか
ら(防災マップ等)自治会に応じたマークを取り入れた
。
マップ作成は一度作成したところで空き家の解決に
つながらないこと、更新が必要なことを理解いただ
いた上で実施することにより長期的な関係をつなげ
ていくことができる。

現空き家の所有者のみの参加ではなく、終活
の一環として持ち家を今後どうするか？空き
家の法律についてなどを学んでもらった。

自治館を利用することで、堅苦しく行われる
セミナーなどとは違い顔馴染みの住民とリラ
ックスして話が聞けたという声もあった。
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③地域における状況確認（+応急処置）と空き家の個別問題把握のために

「現地・周辺調査と個別問題相談の実施」

④地域における空き家問題の悪化、早期解決のために
「空き家の管理支援・アドバイス、活用のための情報提供と伴走支援」

現地調査により、現段階での問題の調査・把握・応急処置、今後
の対応方法などのアドバイスを行なった。何年かぶりに実家の様
子を確認する方もおり、今回の相談会が良いきっかけになったと
話す人もいた。なかなか、空き家について気にはしているが近所
の目もあり帰ってくることが億劫になるのだと言う。
実際に所有者と連絡が取れ現地調査を実施するところまで話がで
きれば何らかの解決や事例、対策を伝えることが出来、定期的に
連絡し合えることから管理不全空き家や特定空き家の減少が見込
まれる。

パッと見た時に誰でも空き家だとわかる状態では近年空き家
の事件や事故が多発していることもあり管理についてのアド
バイスを徹底した。県外に住んでいたり、相続しただけで場
所もわからないという所有者は問題意識が低い傾向がある。
保護犬猫活動をしている専門家と空き家に住み着く猫を調査
した際には、専門的な知識と今後の対応等についてを早急に
対応
してもらい自治会の方に大変喜ばれた。



成果と評価
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【成果】
本事業を通じて、地域住民に空き家課題(=近未来の地域問題)を具体的に知ってもらえた。また、市の自治会長

の連合会や市議会議員、地元企業などにも、活動の話をすることで「漠然と空き家問題があり、何とかしないといけ
ない」という単なる情報であったのが、今できることが何かを考える市民が増えてきた。
本事業の目的である、直接的な空き家関係者（所有者や単身高齢者）に伝えるために、間接的に空き家問題に直
面する地域住民の理解も重要であることを再認識した。
空き家課題解決のための体制としては、不動産の問題として考えるのではなく、新たに地域福祉の観点からも問
題視することで、より多くの地域住民や地元企業を巻き込んだ、取り組みが可能になると実感した。まちづくりの一
つに「空き家活用」を盛り込むことが、効率的かつ有効的な空き家対策になると本事業を通じ関係者にも理解しても
らえた。

No 項目 成果 評価 理由

① 啓発とマップ作成 空き家/要見守り対象者の”実数“と”実態“の把握。空家対策におけ
る実態把握を複数で共有できたことによる新対策構築

90点 実態把握が計画上回る

② 住民説明会 説明会参加者の参加の理由に「近くで開催」と言う理由が複数あり、
自治会館での開催の必要性が明確になった。

40点 開催回数が計画を大幅に下回る

③ 現地調査と個別相談 現地調査の際、所有者のみならず自治会関係者にも何が問題で、
誰に相談をすればいいのかを体験してもらえた

60点 個別相談の100%に支援を実施も
期間内の解決ができ無いため

④ 管理と活用事例探索 劣悪な空き家状態の確認と予防管理方法を伝えることができ、近所
ということもあり身近に感じてもらえた。

60点 管理・活用の事例が増えたが、
解決まで伴走できていないため

【評価】

空家対策のための情報提供のと支援体制の構築は期間内に実現可能なものになった。ただし、市内の自治会毎
に空き家課題解決に向けた意識の差が健在し、また自治会長においても毎年交代のため、単年で事業化できるも
のでないため、本市の空き家発生抑制と活用促進に貢献はできていないのが現時点であります。



課題と今後の事業展開
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【課題】
①空き家問題への危機意識の低い自治会が多数を占めている
②空き家問題が地域の人間関係とも繋がり、複雑化している
③地域の空き家は特に「防災・防犯」の観点が欠落している

【今後の事業展開】 ー地域の協力者を増やし、空き家に敏感になるー
①自治会長(またそれに準ずる方)の空き家課題意識を醸成するための説明会・勉強会を定期的に開催していく。
事業期間途中に指標を作成。事業説明時の会話から７項目評価し、「意識上・中・下」と３分類。地域住民の
代表者等への啓発活動を実施していく。
②地域福祉団体や介護団体と情報連携を図り、 (実質的な)意思決定権者を探索しやすくする。
具体的には、自治会館での説明相談会の種類を増やし、地域福祉寄りの相談窓口として自治会に定着させる。
③所有者の管理が物理的に困難な空き家の防災・防犯面の管理支援のために、専門家と連携を図る。現状、
住宅状況レベルを居住家屋〜危険家屋まで５分類しており、評価項目に防災・防犯施策の有無の指標を
組み込んだ新しい評価に変更する。
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